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　「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急医療及び
救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急
医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に昭和57年
に定められ、以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、
この日を含む１週間（日曜日から土曜日まで）を「救急
医療週間」としています。今年は、９月６日（日）から
９月12日（土）までが「救急医療週間」です。この期
間には、全国各地において消防庁、厚生労働省、都道府
県、市町村、全国消防長会、公益社団法人日本医師会、
一般社団法人日本救急医学会、その他関係機関の協力に
より各種行事を開催しています。

９月９日は救急の日

救急企画室

東京消防庁救急隊による緊迫感あふれる救急救命処置の実演（平成26年）

子どもたちによる心肺蘇生法講習の様子（平成26年）

問合わせ先
　消防庁救急企画室　寺谷、平井、足立
　TEL: 03-5253-7529

１．はじめに

　具体的な行事の内容については、各都道府県において
関係機関と協議のうえ定めることとしていますが、その
実施にあたっては、次の事項に重点をおいています。
（１）救急法の普及啓発
（２）救急医療システム及び救急搬送システムの紹介と
　　 救急車の適正な利用方法の普及啓発
（３）救急医療関係者、救急隊員等の表彰及び研修

　今年も全国各地で種々の行事が行われますが、これらの
機会を通じて応急手当の重要性を多くの国民に認識してい
ただき、救急業務に対する理解を深めていただくとともに、
各種広報媒体を有効に活用し、救急車の利用状況をはじめ
救急業務の実態を正確に情報提供することにより、「救急
車の適正利用」にご協力が得られることを期待しています。

２．「救急の日」及び「救急医療週間」実施の重点事項

４.　おわりに
（１）救急功労者表彰　　
　毎年９月９日の「救急の日」にあわせて、救急業務の推
進に貢献があった個人又は団体に対し総務大臣及び消防
庁長官が表彰を行います。
（２）「救急の日2015」
　消防庁、厚生労働省、一般社団法人日本救急医学会及
び一般財団法人日本救急医療財団の共催により、ＡＥＤ
の使用が市民に認められてから10年が経過し、次の新た
な10年の更なる飛躍のきっかけともなるように、９月６日
（日）アクアシティお台場３階「アクアアリーナ」において
「救急の日2015」のイベントを開催します。今回も救急車
の適正な利用方法について普及啓発活動を行うとともに、

３.　救急医療週間に行う主な行事

東京消防庁の救急隊による救急救命処置の実演、ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の使用を含む心肺蘇生法を中心と
した応急手当の実演や実技指導、救急蘇生法点数システ
ムを使用した心肺蘇生コンテストなどを行います。全国消
防イメージキャラクターの「消太」に加え、日本赤十字社
の公式マスコットキャラクター「ハートラちゃん」も登場し、
東京消防庁の芝消防少年団も心肺蘇生体験に参加してい
ただく予定です。さらに今年は、プロレスラー蝶野正洋さ
んにご参加いただき、蝶野さんが教官役となる応急手当
講習や、元プロレスラーの小橋建太さんとのライブトーク
でイベントを盛り上げていただく予定です。


